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◎群馬県告示第１８９号 

 個人の県民税に係る控除対象寄附金等の指定の告示（平成２０年群馬県告示第４７９号）の一部を次のように改

正する。 

  令和５年７月７日 

                                          群馬県知事 山 本 一 太 

 １の項の表条例第３７条の３第１項第７号に掲げる寄附金の部前橋市の項中 

「 

                               を  

  」 

「 

                             

                              

 

  」 

「 

                             

                              

 

  」 

「 

                               

 

  」 

「 

                             

                              

  」 

「 

                               に、 

  」 

「 

                               を  

  」 

「 

                             

                               

  」 

「 

■ 告  示 

公益社団法人群馬県視覚障害者福祉協会に対する寄附金 

公益社団法人群馬県鍼灸マッサージ師会に対する寄附金 

 

公益社団法人群馬県視覚障害者福祉協会に対する寄附金 

公益社団法人群馬県柔道整復師会に対する寄附金 

公益社団法人群馬県助産師会に対する寄附金 

公益社団法人群馬県鍼灸マッサージ師会に対する寄附金 

 

公益社団法人前橋積善会に対する寄附金 

公益社団法人群馬県助産師会に対する寄附金 

公益財団法人尾瀬保護財団に対する寄附金 

 

公益社団法人前橋積善会に対する寄附金 

公益財団法人尾瀬保護財団に対する寄附金 

 

公益財団法人金井梅次郎育英基金に対する寄附金 

公益財団法人群馬銀行環境財団に対する寄附金 

 

公益財団法人金井梅次郎基金に対する寄附金 

公益財団法人桑の弓育英会に対する寄附金 

公益財団法人群馬銀行環境財団に対する寄附金 

 

公益財団法人老年病研究所に対する寄附金 

公益財団法人桑の弓育英会に対する寄附金 

 

に、 

を 

に、 

公益社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金商会に対する

寄附金 

公益社団法人群馬県柔道整復師会に対する寄附金 

公益社団法人群馬県畜産協会に対する寄附金 

 

公益社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金商会に対する

寄附金 

公益社団法人群馬県畜産協会に対する寄附金 

 

を 

に、 
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                               を  

                              」 

「 

                              」 

「 

                              」 

「 

                               に改め、同部渋川市の項中 

                              」 

「 

                               を 

                              」 

「 

                             

                              

  」 

「 

                               を  

                              」 

「 

                              」 

に掲げる寄附金の部前橋市の項中 

「 

 

 

                               

                              

 

 

 

                              」 

「 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人老年病研究所に対する寄附金 

 

公益財団法人山田文庫に対する寄附金 

 

公益財団法人山田文庫に対する寄附金 

公益財団法人ＮＥＸＵＳスポーツ振興財団に対する寄附金 

 

 

学校法人一隅学園に対する寄附金 

学校法人いまい学園に対する寄附金 

学校法人大出学園に対する寄附金 

学校法人亀井学園に対する寄附金 

学校法人恵光学園に対する寄附金 

学校法人共愛学園に対する寄附金 

学校法人小林学園に対する寄附金 

 

に、 

に改め、同部高崎市の項中 

を 

公益社団法人渋川市シルバー人材センターに対する寄附金 

公益財団法人渋川市まちづくり財団に対する寄附金 

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団に対する寄附金 

 

に、 

公益財団法人竹久夢二伊香保記念館に対する寄附金 

公益財団法人渋川市まちづくり財団に対する寄附金 

 

公益財団法人竹久夢二伊香保記念館に対する寄附金 

 

に改め、同表条例第３７条の３第１項第８号 

公益社団法人渋川市シルバー人材センターに対する寄附金 

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団に対する寄附金 

 

学校法人蒼羽藝術学園に対する寄附金 

学校法人一隅学園に対する寄附金 

学校法人いまい学園に対する寄附金 

学校法人恵光学園に対する寄附金 

学校法人大出学園に対する寄附金 

学校法人亀井学園に対する寄附金 

学校法人共愛学園に対する寄附金 

学校法人群馬総合カレッジに対する寄附金 

学校法人国際中央学園に対する寄附金 

学校法人小林学園に対する寄附金 

 

を 

公益財団法人老年病研究所に対する寄附金 

公益財団法人桑の弓育英会に対する寄附金 
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」 

 

                              」 

「 

 

                                

                              」 

「 

   に、 

  」 

「 

 

                                

                              」 

「 

   に、 

  」 

「 

 

                               

                           」 

「 

   に改め、同部高崎市の項中 

  」 

「 

                               を   

  」 

「 

                             

                                

                              」 

「 

 

                               

                              」 

「 

   に改め、同表条例第３７条の３第１項第９号 

  」 

に掲げる寄附金の部前橋市の項中 

「 

                               を  

学校法人宝林学園に対する寄附金 

学校法人群馬総合カレッジに対する寄附金 

学校法人森本学園に対する寄附金 

 

学校法人宝林学園に対する寄附金 

学校法人森本学園に対する寄附金 

 

学校法人冷泉学園に対する寄附金 

学校法人国際中央学園に対する寄附金 

準学校法人有坂中央学園に対する寄附金 

 

学校法人冷泉学園に対する寄附金 

準学校法人有坂中央学園に対する寄附金 

 

学校法人如意輪学園に対する寄附金 

学校法人福島学園に対する寄附金 

 

学校法人如意輪学園に対する寄附金 

学校法人平方学園に対する寄附金 

学校法人福島学園に対する寄附金 

 

学校法人和田学園に対する寄附金 

学校法人平方学園に対する寄附金 

準学校法人中央総合学園に対する寄附金 

 

学校法人和田学園に対する寄附金 

準学校法人中央総合学園に対する寄附金 

 

社会福祉法人芳善会に対する寄附金 

社会福祉法人前橋あそか会に対する寄附金 

 

を 

に、 

を 

を 

学校法人関口学園に対する寄附金 

学校法人蒼羽藝術学園に対する寄附金 

学校法人大乗学園に対する寄附金 

 

学校法人関口学園に対する寄附金 

学校法人大乗学園に対する寄附金 

 

を 

学校法人国際中央学園に対する寄附金 

学校法人小林学園に対する寄附金 
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「 

                             

                              

                              」 

「 

                               を  

                              」 

「 

                              」  

「 

                               を  

  」 

「 

                             

                              

                              」 

「 

                               を  

                              」 

「 

                              」 

「 

                               を  

  」 

「 

                             

                              

                              」 

「 

                               を  

                              」 

「 

                              」 

「 

                               を  

  」 

「 

                             

                               

                              」 

社会福祉法人仁田山親和会に対する寄附金 

社会福祉法人ひまわり会に対する寄附金 

 

社会福祉法人仁田山親和会に対する寄附金 

社会福祉法人ビハーラに対する寄附金 

社会福祉法人ひまわり会に対する寄附金 

 

社会福祉法人わたらせ会に対する寄附金 

社会福祉法人ビハーラに対する寄附金 

 

社会福祉法人わたらせ会に対する寄附金 

 

社会福祉法人芳善会に対する寄附金 

社会福祉法人ほたか会に対する寄附金 

社会福祉法人前橋あそか会に対する寄附金 

 

社会福祉法人若宮会に対する寄附金 

社会福祉法人ほたか会に対する寄附金 

 

社会福祉法人若宮会に対する寄附金 

 

社会福祉法人国府会に対する寄附金 

社会福祉法人三宝会に対する寄附金 

 

社会福祉法人国府会に対する寄附金 

社会福祉法人さくら会に対する寄附金 

社会福祉法人三宝会に対する寄附金 

 

社会福祉法人若葉福祉会に対する寄附金 

社会福祉法人さくら会に対する寄附金 

 

社会福祉法人若葉福祉会に対する寄附金 

 

社会福祉法人愛光会に対する寄附金 

社会福祉法人愛和会に対する寄附金 

 

社会福祉法人愛光会に対する寄附金 

社会福祉法人愛心会に対する寄附金 

社会福祉法人愛和会に対する寄附金 

 

に、 

に改め、同部高崎市の項中 

に改め、同部桐生市の項中 

に、 

に、 

に改め、同部太田市の項中 

に、 
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「 

                               を  

                              」 

「 

                              」  

「 

                               を  

  」 

「 

                             

                               

                              」 

「 

                               を 

                              」 

「 

                              」 

「 

                               を  

  」 

「 

                             

                              

                              」 

「 

                               を  

                              」 

「 

                              」 

「 

                              」 

「 

                               に改め、同部邑楽郡邑楽町の項中  

                              」 

「 

                               を  

                              」 

「 

                               に改める。  

                              」 

社会福祉法人和合会に対する寄附金 

社会福祉法人愛心会に対する寄附金 

 

社会福祉法人和合会に対する寄附金 

 

社会福祉法人美山会に対する寄附金 

社会福祉法人横野すみれ会に対する寄附金 

 

社会福祉法人美山会に対する寄附金 

社会福祉法人簗瀬福祉会に対する寄附金 

社会福祉法人横野すみれ会に対する寄附金 

 

社会福祉法人和光会に対する寄附金 

社会福祉法人簗瀬福祉会に対する寄附金 

 

社会福祉法人和光会に対する寄附金 

 

社会福祉法人ことぶき会に対する寄附金 

社会福祉法人清鳳会に対する寄附金 

 

社会福祉法人ことぶき会に対する寄附金 

社会福祉法人咲福祉会に対する寄附金 

社会福祉法人清鳳会に対する寄附金 

 

社会福祉法人ラ・クールに対する寄附金 

社会福祉法人咲福祉会に対する寄附金 

 

社会福祉法人ラ・クールに対する寄附金 

 

社会福祉法人榛東村社会福祉協議会に対する寄附金 

 

社会福祉法人榛東村社会福祉協議会に対する寄附金 

社会福祉法人みらいに対する寄附金 

 

に改め、同部安中市の項中 

に、 

に改め、同部みどり市の項中 

に、 

に改め、同部北群馬郡榛東村の項中 

を 

社会福祉法人邑楽町社会福祉協議会に対する寄附金 

社会福祉法人邑友会に対する寄附金 

 

社会福祉法人邑友会に対する寄附金 

社会福祉法人邑楽町社会福祉協議会に対する寄附金 
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 ２の項の表高崎市の項中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        」 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                        」 

 

 

 

◎群馬県告示第１９０号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和５年７月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所 高崎市箕郷町善地字天平１９５３の１、１９６５の１、１９６７の１、１９７１

の２、字葦之沢２０２７、倉渕町水沼字地蔵峠３２０８の６、３２０８の９７、３２０８の１０９、字三角３２

０８の１１、３２０８の１２、３２０８の１４、３２０８の１００、３２０８の１０３、３２０８の１０５、安

中市松井田町上増田字室ノ木３９２乙、３９８から４００まで、４０３甲、４０４、４０５の１、４０５の２、

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム 令和４年２月１６日から令和９年

２月１５日まで 

特定非営利活動法人難聴者支援センター 令和元年１０月１日から令和６年

９月３０日まで 

特定非営利活動法人ハートフル 平成２６年７月１６日から令和元

年７月１５日まで 

特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進

機構 

令和４年１２月１日から令和９年

１１月３０日まで 

特定非営利活動法人ヘルスプロモーションセ

ンター 

令和元年１０月１日から令和６年

９月３０日まで 

特定非営利活動法人中日本ＰＣＩ研究会 令和３年４月１日から令和８年３

月３１日まで 

 

を 

特定非営利活動法人ソフトボール・ドリーム 令和４年２月１６日から令和９年

２月１５日まで 

特定非営利活動法人中日本ＰＣＩ研究会 令和３年４月１日から令和８年３

月３１日まで 

特定非営利活動法人難聴者支援センター 令和元年１０月１日から令和６年

９月３０日まで 

特定非営利活動法人ハートフル 平成２６年７月１６日から令和元

年７月１５日まで 

特定非営利活動法人ヘルスプロモーションセ

ンター 

令和元年１０月１日から令和６年

９月３０日まで 

特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進

機構 

令和４年１２月１日から令和９年

１１月３０日まで 

 

に改める。 
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松井田町北野牧字西１８４３６から１８４４０まで、１８４４１の甲、１８４５８の１、１８４５８の４、１８

４６０、１８４６２ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

   ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    安中市松井田町上増田字室ノ木３９２乙、３９８から４００まで、４０３甲、４０４、４０５の１、４０

５の２、松井田町北野牧字西１８４３６から１８４４０まで、１８４４１の甲、１８４５８の１ 

   イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

   ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め 

る標準伐期齢以上のものとする。 

   エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

  「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び関係市役所に備え置いて縦

覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１９１号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和５年７月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所 高崎市吉井町塩字陣見ヶ入７７０の１、榛名山町字樽ノ沢３８６の１、十文字町 

字群馬１２７２ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め 

る標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び高崎市役所に備え置いて縦

覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１９２号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予
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定である旨の通知があった。 

  令和５年７月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１(1) 保安林予定森林の所在場所 吾妻郡東吾妻町大字植栗字中畝２７９４の１、長野原町大字羽根尾字宮原３９、

４４、字羽根尾２８３、中之条町大字四万字君ノ尾６９４の１、６９４の２、６９７、７１０から７１２まで 

 (2) 指定の目的 土砂の流出の防備 

 (3) 指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。 

吾妻郡東吾妻町大字植栗字中畝２７９４の１（次の図に示す部分に限る。）、長野原町大字羽根尾字宮

原３９、４４、字羽根尾２８３、中之条町大字四万字君ノ尾６９４の１・７１０・７１２（以上３筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）、６９４の２、６９７、７１１ 

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で  

定める標準伐期齢以上のものとする。 

   (ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

２(1) 保安林予定森林の所在場所 吾妻郡中之条町大字横尾字八幡５０２の２、５０３、５０４、５１９の１、嬬

恋村大字鎌原字欠ノ鼻８７の１から８７の３まで、大字芦生田字川原５５２の３、６１５の１、６１５の２、

６１６の１、６１８、６１９、甲６２０、乙６２０、６２１、６２２の１、字中反６２３、大字三原字芦生田

川原１４５８の４ 

 (2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備 

 (3) 指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ｱ) 主伐は択伐による。 

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

   (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

 「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び関

係町村役場に備え置いて縦覧に供する。 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和５年７月７日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 理 事    

■ 公  告 
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土地改良区名 監 事
の 別 

区 分 役 員 氏 名 住      所 

中之条沢田用
水 

理 事 再 任 大前峰 吾妻郡中之条町大字中之条町３６７番地 

 同   同  小板橋幸男  同   同     同   １８１１番地 

 同   同  田村洋一  同   同     同   １９２３番地３ 

 同   同  唐澤巳幸  同   同  大字西中之条５３２番地 

 同   同  田村和昭  同   同  大字折田４８８番地 

 同   同  関芳宜  同   同    同  ７５０番地 

 同  新 任 田村勉  同   同  大字中之条町２９０番地 

 同  退 任 塩谷喜四郎  同   同     同   ２９６番地１ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和５年７月７日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

美野原 理 事 再 任 田村千昭 吾妻郡中之条町大字五反田３６３番地２ 

 同   同  唐沢昇  同   同    同  １２３８番地４ 

 同   同  福田瑞穂  同   同  大字折田９００番地１ 

 同   同  山本隆雄  同   同  大字下沢渡１５７４番地 

 同   同  関宏久  同   同  大字四万１４８２番地 

 同  新 任 鈴木幸一  同   同  大字西中之条７４５番地 

 同   同  齊藤佳示  同   同  大字五反田２６３５番地 

 同   同  星野和司  同   同  大字折田１２２番地 

 同   同  小渕憲一  同   同    同  １０６０番地 

 同   同  山田明宏  同   同  大字四万５６４番地 

 同  退 任 篠原利夫  同   同  大字西中之条４８７番地１ 

 同   同  福田英二  同   同  大字五反田２３３４番地２ 

 同   同  田村幸一  同   同  大字折田４６４番地 

 同   同  齋藤洋行  同   同    同  １１６７番地 

 同   同  山田力夫  同   同  大字四万５６４番地 
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監 事 再 任 唐沢清治  同   同  大字五反田１６７３番地１ 

 同  新 任 唐澤豊  同   同  大字西中之条６１３番地 

 同   同  本多守  同   同  大字下沢渡甲４２２番地 

 同  退 任 高橋博  同   同    同  ５６２番地２ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和５年７月７日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

青山市城 監 事 再 任 塩ノ谷真次 吾妻郡中之条町大字青山３９７番地 

 同  新 任 宮崎藤夫  同   同  大字横尾２５４６番地２ 

 同   同  狩野守  同   同  大字市城３７２番地 

 同  退 任 中澤一雄  同   同    同  ３８６番地 

 

 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和５年７月７日  

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 マイナンバーカード申請促進キャンペーンに係る特典（クオカード１

万円券） ６，８００枚 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部業務プロセス改革課 群馬県前橋市大

手町一丁目１番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和５年４月２８日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 株式会社クオカード 東京都中央区日本橋本町２－４－１ 日本橋本町

東急ビル内 

５ 随意契約に係る契約金額 ６８，０００，７７０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第１号該当 

 

 

 

■ 落  札 
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